
平成29年５月９日 

第 一 会 議 室 

 

市民税５％減税検証プロジェクトチーム 

平成29年度 第１回会議 

 

１ 座長あいさつ 

 

２ 有識者の紹介 

 

３ 議題 

  市民税５％減税の検証について 

  (1) 市民税５％減税の概要について（資料１） 

  (2) 平成26年度に実施した市民税５％減税の検証について 

    （資料２） 

  (3) 市民税５％減税の検証方針及び検証方法について（案） 

    （資料３） 

  (4) マクロ計量モデルに基づくシミュレーション分析に 

    ついて（案）（資料４） 

  (5) 個人を対象としたアンケート調査について（案）（資料５） 

  (6) 法人を対象としたアンケート調査について（案）（資料６） 

  (7) 今後のスケジュール（資料７） 

 

４ その他 



 

資料１ 

市民税５％減税の概要について 

 

１ 減税の目的 

  現下の経済状況に対応し、①市民生活の支援及び②地域経済の活性化

を図るとともに、③将来の地域経済の発展に資すること 

 

２ 適用関係 

（１）個人市民税 

   平成24年度分から適用 

（２）法人市民税 

   平成24年4月1日以後に終了する事業年度分から適用 

 

３ 税率 
 

税 目 減 税 前 減 税 後 

個 人 

市民税 

均 等 割 3,500 円 3,300 円 

所 得 割 ６％ 5.7％ 

法 人 

市民税 

均 等 割 5 万円～300 万円 4.75 万円～285 万円 

法人税割 9.7％（12.1％） 9.215％（11.495％）
 

（注）（ ）内は資本金１億円超又は法人税額 2,500 万円超の法人に適用する税率 

 

４ 減税額 
 
                             （百万円） 

区 分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

個 人 
市民税 △6,856 △7,890 △7,948 △8,161 △8,337 △8,521

法 人 
市民税 △1,437 △3,190 △3,669 △3,548 △3,393 △3,180

合 計 △8,293 △11,080 △11,617 △11,709 △11,730 △11,701
 

 （注）平成 27 年度までは決算額、平成 28 年度及び平成 29 年度は予算額を表示 
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資料１ 

（参考：市民税 10％減税の概要） 
 

１ 減税の目的 

  現下の経済状況に対応し、①市民生活の支援及び②地域経済の活性化

を図ること 

 

２ 適用関係 

（１）個人市民税 

   平成22年度分 

（２）法人市民税 

   平成22年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度分 

 

３ 税率 
 

税 目 減 税 前 減 税 後 

個 人 

市民税 

均 等 割 3,000 円 2,700 円 

所 得 割 ６％ 5.4％ 

法 人 

市民税 

均 等 割 5 万円～300 万円 4.5 万円～270 万円 

法人税割 12.3％（14.7％） 11.07％（13.23％）
 

（注）（ ）内は資本金１億円超又は法人税額 2,500 万円超の法人に適用する税率 

 

４ 減税額 
 
                         （百万円） 

区   分 22年度（決算） 23年度（決算） 

個 人 市 民 税 △13,453 △1,909 

法 人 市 民 税 △2,559 △3,847 

合    計 △16,012 △5,756 
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資料２ 

平成 26 年度に実施した市民税５％減税の検証について 
 

１ 検証方法 
 
 ・平成 26 年度、市民税減税条例の附則第４項に基づき、市民税減税の目

的を踏まえて検証を実施 
 

〔参考：名古屋市市民税減税条例（平成23年名古屋市条例第48号）抜粋〕 
 
 （目的） 
第１条 この条例は、現下の経済状況に対応し、市民生活の支援及び地域

経済の活性化を図るとともに、将来の地域経済の発展に資するよう、市
民税の減税を実施するため、名古屋市市税条例（昭和37年名古屋市条例
第45号。以下「市税条例」という。）の特例を定めることを目的とする。 

 
   附 則 
４ 市は、この条例の施行後３年以内に、市民税減税について、その目的

を踏まえ、検証するものとする。 
 
 ・「市民生活の支援」に寄与しているかを把握するため個人アンケート

を、「地域経済の活性化」及び「将来の地域経済の発展」に寄与してい

るかを把握するため法人アンケートとマクロ計量モデルに基づくシミ

ュレーション分析を実施 
 
 ・アンケートやシミュレーションの結果について、客観的に分析 

 

２ 調査の概要 
 
 (1) 個人アンケート 
 

アンケート期間 平成 26 年７月８日～平成 26 年７月 22 日 

対 象 者
住民基本台帳を基に無作為抽出した満 20 歳以上の

市民 2,000 人 

調 査 方 法 郵送 

回 収 率 46.6％（対象者 2,000 人のうち 931 人） 
 
 (2) 法人アンケート 
 

アンケート期間 平成 26 年７月 30 日～平成 26 年８月 20 日 

対 象 者
業種別、規模別に無作為抽出した市内に事務所等

を有する法人 1,500 社 

調 査 方 法 郵送 

回 収 率 28.5％（対象者 1,500 社のうち 428 社） 
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資料２ 

 (3) マクロ計量モデルに基づくシミュレーション分析 
 
  ・平成 21 年度に民間調査会社に委託して実施したシミュレーション分

析で使用した名古屋市計量モデルについて、平成 23 年度までの実績

値を取り込み、再構築 
 
  ・再構築したモデルに基づき、市内総生産、民間最終消費支出、企業

所得、市内人口の社会増減、税収に与える影響について、平成 24 年

度以後に市民税５％減税を実施した場合と実施しなかった場合の推

計値の差を算出 

 

３ 検証結果 
 
 ・個人に対するアンケート調査の結果、減税相当額の使途について、回

答者の５割以上が「日常の生活費」と回答しており、「旅行・レジャー、

外食など日常の生活費以外」と回答した者は５％以下であるため、あ

る程度は「市民生活の支援」に寄与したのではないかと考えられる。 

  ただし、自由意見の中には、減税額が少なく実感がないため、他の施

策に使ったほうがよいという趣旨の意見もあった。 
 
 ・法人に対するアンケート調査の結果、減税相当額の使途について、５

割以上の法人が「経常的な経費」と回答している一方、「従業員等の給

与増や雇用の拡大」や将来的な投資の原資となる「内部留保」と回答

した法人は２割程度となっていることから、市民税５％減税は、企業

活動を下支えする要素の一つにはなっているものの、生産性の向上を

図るための企業の長期的なビジョンを大きく変えるような作用はない

と考えられる。 
 
 ・計量モデルによるシミュレーション分析の結果、市民税５％減税を継

続して実施した場合における今後 10 年間の市内総生産（名目）や民間

最終消費支出（名目）、企業所得の伸び率は、市民税５％減税を実施し

ないと仮定した場合における伸び率をいずれも上回っており、市内総

生産（名目 11 兆 7,854 億円：平成 23 年度）を例に見れば、115 億円

の減税を行うことにより、10 年間で 1.76％程度、年平均では 0.17％

程度（200 億円程度）の押し上げ効果が認められる。 

  ただし、税収面への影響については、市民税５％減税による減収分を

補うほどの増収効果を生むものではないと考えられる。 
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資料３ 

市民税５％減税の検証方針及び検証方法について（案） 

 

１ プロジェクトチームの検証方針 

 ・平成 26 年度に検証を実施した際、５％減税を開始する前年度である平

成 23 年度までの経済指標しか公表されていなかったことから、平成

24 年度以降の本市の経済データが蓄積された時点で改めて検証を行う

ようにとの意見を議会からいただいた。 

 ・５％減税実施後の実績値を踏まえたシミュレーション分析を実施する

には、少なくとも、５％減税を開始した平成 24 年度から３年度分の市

内総生産等の実績値が必要との意見を民間調査会社からいただいた。 

 ・平成 29 年３月、平成 26 年度分の市民経済計算が公表され、５％減税

を開始した平成 24 年度から平成 26 年度までの３年度分の実績値が蓄

積されたことから、今年度、改めて検証を実施する。 

 ・平成 26 年度に実施した検証と同様に、市民税減税の目的を踏まえ、そ

れぞれの目的に寄与しているかどうかという観点から、下記２に掲げ

る方法で客観的に分析する。 

 

２ 検証方法 

 ①「市民生活の支援」 

  ・市民税５％減税の認知度や減税相当額の使途などについて、個人を

対象にアンケート調査を実施（市政アンケートを活用） 

 ②「地域経済の活性化」及び「将来の地域経済の発展」 

  ・市民税５％減税が市内総生産、民間最終消費支出、企業所得等の指

標に与える影響の程度をマクロ計量モデルに基づきシミュレーショ

ン分析（外部委託） 

  ・市民税５％減税の認知度や減税相当額の使途などについて、法人を

対象にアンケート調査を実施（外部委託） 
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資料４ 

マクロ計量モデルに基づくシミュレーション分析について（案） 

 

１ 分析方法 

 

 ・平成 26 年度に民間調査会社に委託して実施したシミュレーション分析

で使用した名古屋市計量モデル（旧モデル）をベースとする。 

 

 ・旧モデルは平成 23 年度までの市民経済計算の実績値をもとに構築され

ているため、今回、平成 24 年度から平成 26 年度までの減税実施後の

実績値を取り込み、新モデルとして再構築する。 

 

 ・新モデルに基づき、下記２に掲げる指標について、平成 24 年度以後に、 

  ①市民税５％減税を実施した場合 

  ②市民税５％減税を実施せず減税相当額を政府支出に加算する場合 

  ③市民税５％減税を実施せず減税相当額と国庫補助額等を政府支出に

加算する場合 

  の推計値を導出し、比較する。 

 

 

２ 分析する指標 

 (1) 市内総生産 

 (2) 民間最終消費支出 

 (3) 企業所得 

 (4) 市内人口の社会増減 

 (5) 税収 
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資料５

個人を対象としたアンケート調査について（案） 

 
 

１ 実施方法 

  市民経済局が所管する市政アンケートを利用 

  《参考：市政アンケートの概要》 

   ・住民基本台帳から無作為抽出した満18歳以上の市民2,000人が

対象 

   ・郵送による調査で回答期限は約２週間後 

   ・アンケート結果は記者クラブに情報提供し、市ウェブサイトで

公開 

 

２ 実施時期（予定） 

 (1) 調査票の発送   平成29年７月上旬 

 (2) 回答期限     平成29年７月下旬 

 (3) 調査結果の公表  平成29年８月 

 

３ 調査票（案） 

  別紙のとおり 
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- 1 - 

市民税５％減税について（案） 
 
 
 
 
 
 
 

個人市民税は、一定の所得がある方に対し、毎年 1 月 1 日現在の住所地で課税されます。 

平成 29 年度分については、平成 29 年 1 月 1 日に名古屋市内にお住まいだった方のうち、個

人市民税が課税されている方が 5％減税の対象者となっており、減税額は、6 月頃にお届けし

ている通知書に、下記のように記載されています。 

 

 
 

 

＜決定通知書の場合：主に給与所得の方＞ 

名古屋市では、現下の経済状況に対応し、市民生活の支援及び地域経済の活性化を図ると

ともに、将来の地域経済の発展に資するため、名古屋市市民税減税条例に基づき、平成24年

度から市民税５％減税を実施しています。 

今回のアンケートは、市民の皆様に市民税５％減税に関するご意見をお伺いし、今後の施

策の参考とさせていただくものです。 

＜納税通知書の場合：主に事業所得の方＞ 
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- 2 - 

＜減税額のモデルケース＞ 

○給与所得者（夫婦・子２人の世帯） 

収 入 額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減 税 額 

250 万円 0 円 0 円 0 円

270 万円 3,500 円 3,300 円 200 円

300 万円 16,700 円 15,400 円 1,300 円

500 万円 91,100 円 86,100 円 5,000 円

700 万円 178,400 円 169,300 円 9,100 円

1,000 万円 320,600 円 304,400 円 16,200 円

 

○給与所得者（単身世帯） 

収 入 額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減 税 額 

100 万円 0 円 0 円 0 円

115 万円 3,500 円 3,300 円 200 円

300 万円 70,400 円 66,700 円 3,700 円

500 万円 144,800 円 137,400 円 7,400 円

700 万円 225,200 円 213,800 円 11,400 円

1,000 万円 367,400 円 348,900 円 18,500 円

 

○年金所得者（65 歳以上の夫婦世帯） 

収 入 額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減 税 額 

200 万円 0 円 0 円 0 円

220 万円 3,500 円 3,300 円 200 円

250 万円 31,400 円 29,600 円 1,800 円

300 万円 59,300 円 56,100 円 3,200 円

350 万円 84,300 円 79,900 円 4,400 円

 

○年金所得者（65 歳以上の単身世帯） 

収 入 額 減税前の市民税額 減税後の市民税額 減 税 額 

150 万円 0 円 0 円 0 円

157 万円 3,500 円 3,300 円 200 円

200 万円 25,800 円 24,400 円 1,400 円

250 万円 53,700 円 50,900 円 2,800 円

300 万円 81,600 円 77,400 円 4,200 円

350 万円 106,700 円 101,300 円 5,400 円

 

 注１ 夫婦のうち１人が、もう１人に扶養されているもの（控除対象配偶者）として試算 

 注２ 子２人のうち１人が 19 歳以上 23 歳未満、１人が 16 歳未満として試算 

 注３ 一定の社会保険料が控除されるものとして試算 
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- 3 - 

 

問 1 名古屋市が市民税について 5％減税を実施していることを知っていますか。（○は１つだ

け） 

１ 知っている 
２ 知らない 

 

問 2 あなたは、名古屋市で平成 29 年度分の個人市民税が課税されていますか。 

（○は１つだけ） 

１ 課税されている 
２ 課税されていないが、家族の中に名古屋市で個人市民税が課税されている者がおり、

自身はその扶養家族となっている 
３ 課税されておらず、扶養家族にもなっていない  
４ わからない 

 

≪問 2 で 1 または 2 と答えた方（課税されている方または扶養家族になっている方）におたず 

 ねします。≫ 
問 3 あなたの（課税されている方の）減税額はいくらでしたか。（○は１つだけ） 

１ 1 千円以下 

２ 1 千円超 5 千円以下 

３ 5 千円超 1 万円以下 

４ 1 万円超 1 万 5 千円以下 

５ 1 万 5 千円超 3 万円以下 

６ 3 万円超 

７ わからない 

＜市民税５％減税の概要について＞ 

 ○減税の方式 

区  分 減 税 前 減 税 後 

個 人 

市民税 

均等割 ３,５００円 ３,３００円 

所得割 ６％ ５.７％ 

法 人 

市民税 

均等割 ５万円～３００万円 ４万７,５００円～２８５万円 

法人税割

１２．１％ １１．４９５％ 

 ○減税の規模 

区  分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

個人市民税 69億円 79億円 79億円 82億円 83億円 85億円

法人市民税 14億円 32億円 37億円 35億円 34億円 32億円

合  計 83億円 111億円 116億円 117億円 117億円 117億円

（注）平成 27 年度までは決算額、平成 28 年度及び平成 29 年度は予算額となります。 

⇒【問 7 へ】 

資本金１億円以下かつ法人税額 
２，５００万円以下の法人は、 
９．２１５％ 

資本金１億円以下かつ法人税額 
２，５００万円以下の法人は、 
９．７％ 
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- 4 - 

問 4 あなたは、市民税 5％減税による減税額を、どのように使いましたか。（使う予定があり

ますか。）（○はいくつでも） 

１ 日常の生活費の中で使った（使う予定である） ⇒【問 7 へ】 
２ 旅行・レジャー、外食など日常の生活費とは分けて使った（使う予定である） 
３ 寄附した（寄附する予定である） 
４ 預貯金した（する予定である） 
５ わからない 

 
≪問 4 で 2 と答えた方（旅行・レジャー、外食などが使用目的の方）におたずねします。≫ 
問 5 使った（使う）場所はどこですか。（○は１つだけ） 

１ 名古屋市内 
２ 名古屋市外 
３ 名古屋市内と名古屋市外の両方 
４ まだ決めていない 

 

≪問 4 で 3 と答えた方（寄附が使用目的の方）におたずねします。≫ 

問 6 寄附先はどこですか。（○はいくつでも） 

１ ＮＰＯ 
２ 名古屋市 
３ 国または名古屋市以外の地方公共団体 
４ その他（具体的に：                           ） 
５ まだ決めていない 

注１：ＮＰＯとは様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを

目的としない団体の総称です。 

注２：社会福祉法人や公益財団法人などに寄附をした場合は「４その他」を選択してくだ

さい。 
 

問 7 市民税 5％減税について、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

⇒【問 7 へ】 
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資料６

法人を対象としたアンケート調査について（案） 

 
 

１ 実施方法 

 ・調査票の発送、回収、集計は委託により実施 

 ・業種別、規模別に無作為抽出した市内2,000社に調査票を送付 

 

２ 実施時期（予定） 

 (1) 調査票の発送   平成29年７月初旬 

 (2) 回答期限     平成29年７月下旬 

 (3) 集計作業     平成29年８月～９月 

 

３ 調査票（案） 

  別紙のとおり 
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アンケート調査票 
 

＜市民税５％減税の概要について＞ 

○減税の方式 

 ○減税の規模 

区  分 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

個人市民税 69億円 79億円 79億円 82億円 83億円 85億円

法人市民税 14億円 32億円 37億円 35億円 34億円 32億円

合  計 83億円 111億円 116億円 117億円 117億円 117億円

（注）平成 27年度までは決算額、平成 28 年度及び平成 29 年度は予算額となります。 

 

以下の設問について該当するものに○印をつけるか、具体的な内容をご記入ください。 
 

問１ 名古屋市が法人の市民税について５％減税を実施していることを知っていますか。（○は１つだけ） 

（  ）１．知っている 

（  ）２．知らない 

 

問２ 
貴社の法人市民税の課税状況は、次のどれに該当しますか。すでに終了した直近の事業年度について

お答えください。（○は１つだけ） 

（  ）１．均等割のみ申告納付する義務があった 

（  ）２．均等割と法人税割の両方を納付する義務があった 

（  ）３．直近の事業年度は本市に事務所等が所在しておらず、申告義務がなかった 

（  ）４．新規設立法人で事業年度がまだ終了していないため、申告義務がなかった 

（  ）５．わからない 

 

問３ 

問２で「１」～「２」を選択された方にお伺いします。 

市民税５％減税による貴社の法人市民税の減税額（直近の事業年度分）はいくらですか。（○は１つ

だけ） 

（  ）１．２千５百円以下 

（  ）２．２千５百円超５千円以下 

（  ）３．５千円超１万円以下 

（  ）４．１万円超３万円以下 

（  ）５．３万円超５万円以下 

（  ）６．５万円超 

（  ）７．わからない 

区  分 減 税 前 減 税 後 

個 人 

市民税 

均等割 ３,５００円 ３,３００円 

所得割 ６％ ５.７％ 

法 人 

市民税 

均等割 ５万円～３００万円 ４万７,５００円～２８５万円 

法人税割 

１２．１％ 

 

１１．４９５％ 
資本金１億円以下かつ法人税額
２，５００万円以下の法人は、 
９．７％

資本金１億円以下かつ法人税額
２，５００万円以下の法人は、 
９．２１５％ 
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問４ 
問２で「１」～「２」を選択された方にお伺いします。 

貴社は市民税５％減税相当額をどのように活用しましたか。（○はいくつでも） 

（  ）１．経常的な支払い 

（  ）２．内部留保 

（  ）３．従業員等の給与増や雇用の拡大 

（  ）４．製品・サービス価格の引下げ 

（  ）５．借入金の返済 

（  ）６．寄附 

（  ）７．その他（具体的に：                              ） 

（  ）８．わからない 

 

問５ 
問４で「６」を選択された方にお伺いします。 

寄附先はどこですか。（○は１つだけ） 

（  ）１．ＮＰＯ法人 

（  ）２．名古屋市 

（  ）３．国または名古屋市以外の地方公共団体 

（  ）４．その他（具体的に：                              ） 

（  ）５．まだ決めていない 

 

問６ 市民税５％減税について、ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご協力ありがとうございました。 

 本調査票を返信用封筒に入れ、 月 日（ ）までにポストに投函してください。 
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